
市外局番のうち「0422」は省略しています。

2広報みたか　No.1563　2016.1.17※はがき、ファクス・電子メールによる申込は15面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。

　平成27年1～12月に納めた①国民健康保険税、②後期高齢者医療保険料、③
介護保険料は、控除の対象となります。納付額は下記の書類でご確認ください。
◆確認書類
・ 特別徴収（年金からの差し引き）＝日本年金機構または各共済組合から送られ
る27年分公的年金等の源泉徴収票（①～③）
・ 普通徴収（納付書での支払い）＝領収書（①～③）
・ 普通徴収(口座振替)＝口座の通帳または1月14日に市から送付した「納付済
金額のお知らせ」（③）、1月18日㈪に送付する「口座振替済のお知らせ」（①
②）
※ 上記以外の健康保険組合などに加入している方は、加入する健康保険組合
などに確認してください。
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の確認書類＝納税課☎内線2413
　介護保険料の確認書類＝高齢者支援課☎内線2687

　控除対象金額は、介護保険サービスを利用した際の領収書に記載されてい
ます。控除の対象になる費用の内容など、くわしくは市ホームページをご覧に
なるか、高齢者支援課へお問い合わせください。
同課☎内線2684
◆控除の対象となるサービスと控除費用

　証明書の発行は毎年申請が必要です。書類は受付から1週間程度で郵送します。
◆寝たきりの方のおむつ代医療費控除確認書
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、要介護・要支援認定の通
知を受けていて、寝たきりで尿失禁などの可能性が介護認定資料により確認
できる方
※初めて控除を受ける方は、主治医に「おむつ使用証明書」を請求してください。
※確定申告には、おむつ代の領収書も必要です。
◆65歳以上で障害者手帳などがない方の障害者控除認定書
65歳以上で、要介護・要支援認定を受けており、障害者控除対象者認定基準

に該当する方、または寝たきりなどの状態に該当する医師の診断書をお持ちの方
※身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方は申請不要です。
※申請書は市ホームページからも入手できます。
高齢者支援課（市役所1階11番窓口）☎内線2683へ

所得税確定申告などをする方へ

高額医療・高額介護合算療養費を支給します
　医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険など)と介
護保険の両方を利用する世帯の自己負担の軽減のため、それぞれの自己
負担額の合計が限度額を超えた方に、超過した分を支給します。

　医療保険上の世帯単位で、毎年8月1日～翌年7月31日（今年度は平成26年8月1日～27年7
月31日）の医療保険と介護保険の自己負担額（※1）を合算した額が、下表の限度額を超えた場
合、その超えた額を医療保険と介護保険からそれぞれの比率に応じて支給します（超えた額
が500円以下の場合は対象になりません)。

※1　 高額療養費や高額介護（介護予防）サービス費の支給額を除く自己負担額が対象です。
※2　70歳以上で3割負担の方。
※3　ほかのどの区分にも該当しない世帯。
※4　 70歳以上で世帯全員（国保未加入者の世帯主を含む）が住民税非課税で、低所得者１に該当

しない世帯。
※5　 70歳以上で世帯全員（国保未加入者の世帯主を含む）が住民税非課税で、世帯員それぞれの所

得が０円の世帯（年金収入のみの方は、受給額80万円以下）。ただし、低所得者1の世帯で介護（介
護予防）サービス利用者が複数いる場合、医療保険者からの支給は上記どおりの負担限度額で
計算され、介護保険者からの支給は低所得者２の自己負担限度額31万円で計算されます。

※6　 旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金
額などの金額から基礎控除額33万円を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は
控除しません。

　27年7月31日時点で加入していた医療保険者に申請してください。
①三鷹市国民健康保険に加入の方
　市から2月中に該当世帯へ案内を送付する予定です。
②後期高齢者医療制度に加入の方
　 東京都後期高齢者医療広域連合が2月中に該当世帯へ案内を送付する予定
です。
いずれも申請書、本人確認書類、世帯主のマイナンバー確認書類を直接ま
たは郵送で①「〒181-8555保険課」(市役所1階9番窓口）②「〒181-8555保険
課高齢者医療係」(市役所1階10番窓口)へ
①②以外で、職場の医療保険などに加入の方
　加入している医療保険者にお問い合わせください。
　なお、各医療保険者への申請には、三鷹市介護保険の「自己負担額証明書」
の添付が必要です。証明書の発行は被保険者ごとに、医療保険および介護保
険の被保険者証、印鑑、銀行などの振込口座が分かるものを持参し、高齢者
支援課(市役所1階11番窓口）へ申請してください。証明書を後日郵送します。
※ 高額医療・高額介護合算療養費は、事由発生日から2年を経過すると時効
となり申請できません。
※ 計算期間内に医療保険や介護保険に変更があった方は、変更前の保険での
自己負担額を証明する書類(自己負担額証明書）を添付して、27年7月31日
時点で加入していた医療保険者へ申請してください。

国民健康保険の方＝保険課国保給付係☎内線2386
　後期高齢者医療制度の方＝保険課高齢者医療係☎内線2384
　介護保険の自己負担額証明書について＝高齢者支援課☎内線2686

　所得税や贈与税の申告は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で
申告書を作成し、e-Tax（電子申告）で送信できます。確定申告期間中（3月15日㈫ま
で）は24時間、土・日曜日でも申告書の提出が可能です。
◆e-Tax　 http://www.e-tax.nta.go.jp/
※ 「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書を印刷し、税務署へ提出すること
もできます。
※ e-Taxを利用するには、市役所での電子証明書の発行手続き（下記）と、ICカード
リーダライタ（家電量販店などで販売）が必要です。
※所得税の確定申告は税務署宛てに郵送でも申告できます。
武蔵野税務署☎53-1311
◆電子証明書の発行
午前8時30分～午後5時（土・日曜日、祝日を除く）
200円(初回発行手数料は無料）　 個人番号カード(※)
市民課（市役所1階7番窓口）へ　 同課☎内線2326

※ 個人番号カードは、電子証明書の発行を希望しなかった場合を除き、電子証明書
が標準搭載されます。個人番号カードの交付申請方法は4面をご覧ください。また、
現在、交付申請が集中しており、申請から交付可能となるまで日数がかかります。
なお、住民基本台帳カード向け電子証明書の発行・更新は終了しました。

　個人住民税の寄付金税額控除は、平成27年１月１日以後に都道府県・市区町村
に寄付（ふるさと納税）をした場合、特例控除額の上限額が所得割額の20％（改正前：
10％）に拡充されます。
【改正後の内容】
寄付金税額控除額＝基本控除額＋特例控除額
基本控除額＝（控除対象寄付金の合計額※1－2,000円）×（市民税6％・都民税4％）
特例控除額※2＝（ふるさと納税の合計額－2,000円）×（90％－限界税率※3×
1.021）×（市民税3/5・都民税2/5）
※１　控除対象寄付金の合計額は、総所得金額等の30％が上限です。
※２　特例控除額は、所得割額の20％が上限です。
※３　限界税率とは、寄付者に適用される所得税の限界税率（0％～45％）です。
市民税課☎内線2342

サービス区分 サービス種類 医療費控除対象費用
居宅サービス
（医療系） 訪問看護、通所リハビリなど 自己負担額、居住費、食費

居宅サービス
（福祉系）

訪問介護、通所介護など（医
療系のサービスと併せて利
用した場合のみ）

ケアプランに基づいて医療系の
居宅サービスと併せて利用した
場合の自己負担額

施設サービス
（医療系）

介護老人保健施設、介護療
養型医療施設 自己負担額、居住費、食費

施設サービス
（福祉系）

介護老人福祉施設、地域密
着型介護老人福祉施設

自己負担額、居住費、食費の合
計額の2分の1

所得区分
70歳以上75歳未満の方
または後期高齢者医療制
度加入者

現役並み所得者※2 67万円
一般※3 56万円
低所得者2※4 31万円
低所得者1※5 19万円

支給要件 申請方法

所得区分 70歳未満の方
旧ただし書き所得※6
901万円超 176万円

旧ただし書き所得
600万円超～901万円以下 135万円

旧ただし書き所得
210万円超～600万円以下 67万円

旧ただし書き所得
210万円以下 63万円

住民税非課税世帯 34万円

保険税・保険料は社会保険料控除の対象です

介護保険サービス利用料の一部は医療費控除の対象です

おむつ代医療費控除、障害者控除の証明書を発行します

確定申告は便利なe-Tax(電子申告)をご利用ください

　例年、申告会場は大変混雑するため、郵送による申告をお勧めします。
①源泉徴収票など収入および所得控除の金額を確認できる書類（原本）を添付で

き、医療費控除がない方、②非課税所得のみの方または収入がない方、③市外に居
住している人の税法上の扶養親族となっている方
3月15日㈫(必着)までに「〒181-8555市民税課」へ　 同課☎内線2342

市民税・都民税の申告は、便利な郵送をご利用ください

確定申告書A様式（給与所得・公的年金などの雑所得・配当所得・一時所得だけで
予定納税額のない方）で住宅借入金等特別控除がない方（譲渡所得のある方を除く）
2月16日㈫～3月15日㈫午前9時～11時、午後1時～3時(土・日曜日を除く)
市役所第二庁舎
印鑑、平成27年中の収入を確認できる書類、控除のための証明書や領収書、還

付を受ける場合は口座番号が分かるもの　 期間中会場へ
市民税課☎内線2342

税理士による所得税の確定申告無料相談

個人住民税の寄付金税額控除が拡充されます
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